
核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書 

 

核兵器禁止条約の国連会議は、本年７月７日に核兵器禁止条約を国連加盟１９３カ国の

６３％にあたる１２２カ国の賛成（棄権１、反対１）で採択されました。これは、核兵器

のない世界を求める世界各国と広島、長崎の被爆者はじめ市民社会の多年にわたる共同の

取組と悲願が実を結んだ歴史的かつ壮大な成果といえます。そして、今年のノーベル平和

賞は核兵器廃絶国際キャンペーン（ＩＣＡＮ）が受賞しました。 

  本条約は、核兵器のない世界を目指し、核兵器の使用や開発、実験、生産、製造、保有、

貯蔵を禁止し、核抑止力の根幹とされてきた「使用するとの威嚇」をも禁止するという  

画期的な内容を持っています。核保有国や同盟国が依存してきた核の威嚇による核抑止論

を否定し、核兵器を違法とする国連で初めての条約です。条約は本年９月２０日に各国の

署名が始まり５０カ国の批准を得て発効するものです。 

しかし、政府は、条約交渉の冒頭から参加は困難とし、「核保有国、非保有国の対立を

深める」として一貫して条約反対の立場を表明しています。これに対し、被爆者をはじめ

とした多くの国民は、条約参加を求めています。原水爆禁止２０１７年世界大会では、  

８月６日の広島決議（広島からの呼びかけ）において、唯一の被爆国でありながら、アメ

リカの核の傘の下に、違法となった核兵器の「使用の威嚇」に依存し続けていることをい

つまでも許しておくことはできないとし、政府に条約参加を呼びかけています。また、  

北朝鮮に核兵器開発の放棄を迫るうえでも、日本が核兵器禁止条約を批准してこそ効果が

あるという立場に立つべきです。 

  政府が、道理と法に従って速やかにこの条約に署名し批准すること、その世界的責任を

果たすことが、被爆国としての責務であると考えます。 

 

 

１、 政府は、すみやかに核兵器禁止条約に署名･批准することを求めます。 

 

  ここに、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出いたします。 
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